
第Ⅶ編 計画内容                      第２章 子どもや子育て家庭への支援

第１節 子どもの成長に応じた支援

１ すべての子育て家庭を対象とした子育て支援サービスの充実

【現状と課題】2-1-1

○ 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、身近な人からの子育て

に関する助言、支援や協力を得ることが困難な状況となっており、子育て

の知識や経験に乏しく、孤立感や負担感を感じる保護者が多くなっていま

す。

○ 地域における子育て支援の充実が求められる中、子育て親子の交流や情報

提供を行う地域における子育て支援拠点や、子育て支援機能を有する認定

こども園※制度が増えており、今後はその支援の質の全体的な向上を図る必

要があります。

【具体的施策】2-1-1

○ 子育て家庭の交流、育児に関する相談、子育てサークル※の支援などを行う

「地域子育て支援拠点※」については、職員の資質向上のための研修会を実

施します。また、子育て家庭に対して支援制度の情報提供を行う「利用者

支援事業」や、地域の多様な世代・団体との協働による親子の育ちを支援

したり、訪問支援等を行ったりする「地域支援事業」の取り組みを促進し、

その機能の強化に努めます。  

  【2-1-1、2-3-2(1)掲載】（こども未来課）

○ ファミリー・サポート・センター※の設置を促進します。また、子育てがひ

と段落した世代を中心とした援助会員の拡大に取り組みます。

（こども未来課）

○ 幼稚園、保育所、認定こども園において、全ての子ども・子育て家庭に、

子育ての安心感や充実感を得られるような親子同士の交流の場づくり、子

育て相談や情報提供などを行う子育て支援事業を推進します。      

（こども未来課）

○ 妊娠期から子育て期までの支援を切れ目なく提供するために、市町におけ

る子育て世代包括支援センター※の設置や、きめ細かな相談支援を行う体制

の整備を促進します。

【1-1､2-1-1 掲載】（こども家庭課）

○ インターネット等を活用し、子育てに関する相談支援を強化します。

（こども未来課）

第２章 子どもや子育て家庭への支援
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【数値目標】2-1-1

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

こども家庭センター設置市町

数
R4 ０市町 R６ ７市町

２ 幼児期の教育・保育の充実

【現状と課題】2-1-2

○ 質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並

びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため、平成 24 年に

子ども・子育て関連三法が制定され、子ども・子育て支援の新たな制度が

創設されました。

○ 少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化等の社会的背景により、児童

とその家族を取り巻く環境が大きく変化している中で、保育ニーズは多様

化しています。このため、保護者のニーズに対応した保育サービスの充実

が求められています。

○ 国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結

婚の幼児など外国につながる幼児の増加が見込まれ、その幼児が教育・保

育施設や地域子ども・子育て支援事業等を円滑に利用できるような支援体

制が必要です。

○ 子ども・子育て関連三法においては、子ども・子育て支援給付等を総合的

かつ計画的に行うため、都道府県に対して当該給付等が適正かつ円滑に行

われるよう必要な措置を講じることを求めています。

○ 令和元年 10 月にスタートした幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに

等しく幼児教育・保育を受ける機会を実質的に保障する意義がありました。

これにより、全ての子どもたちが幼児期に生きる力の基礎を身に付けるよ

う、質の高い教育・保育を提供する必要がますます高まっています。

○ 質の高い教育・保育の提供には従事する者の確保、資質の向上が必要です。

○ 幼児教育から小学校への円滑な接続のために、保育所、幼稚園等と小学校

や家庭、地域との連携等による子育て支援や、社会全体で取り組む連携・

協力体制の整備が求められています。

○ 全国で保育所等における園児のバス内への置き去りの事故等が発生してい

る状況に鑑み、保育所等の安全管理がより一層徹底されることが必要です。
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【具体的施策】2-1-2

○ 地域の実情に応じた質の高い教育・保育が総合的かつ効率的に提供される

よう、市町と連携して提供体制を確保し、一人一人の子どもの健やかな育

ちを等しく保障することをめざします。                              

（こども未来課）

○ 子ども・子育て支援法に基づき国が定める基本指針に従い、市町子ども・

子育て支援事業計画※における数値を集計したものを基本として、次の表の

とおり、教育・保育の提供体制を整備します。

・ 教育・保育の量の見込み並びに教育・保育の提供体制の確保に係る県が定

める区域は、市町の区域とします。

・ 教育・保育及び地域型保育等の提供ができるよう、必要な教育・保育及び

地域型保育を行う者を確保していきます。

（こども未来課）
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【各年度における教育・保育の量の見込み並びに教育・保育の提供体制の確保】

   （県計：人）

年齢区分・認定区分※・施設区分
R1

実績
R2 R3 R4 R5 R6

3～5歳

児

量の見込み 32,99333,23832,37131,61930,48129,619

1号認定 11,21610,75210,3539,2978,886

2号認定 22,02221,61921,26621,18420,733

確保方策 36,86136,62436,59936,41736,190

特定教育･保育施設※ 31,87831,64231,61732,17931,952

1号認定 10,18110,0139,94410,0189,957

2号認定 21,69721,62921,67322,16121,995

その他の施設 744 743 743 493 493

確認を受けない幼

稚園
4,2394,2394,2393,7453,745

0～2歳

児

量の見込み 18,49617,60817,57617,52216,89316,924

確保方策 17,82918,22218,56818,27218,585

特定教育・保育施設 17,02817,42217,76717,39317,707

地域型保育 356 355 356 361 360

その他の施設 445 445 445 518 518

教育・保育に従事する者の必要

見込人数
6,6286,4376,3696,3056,0796,026

教育・保育に従事する者の確保方策 6,4376,3696,3056,0796,026

教育・保育の確保方策に関して県

が定める数（２号認定）
設定しない

※ 量の見込みにおける「１号認定」には、２号認定が見込まれる者のうち、教

育ニーズが高く、１号認定を希望すると見込まれる者を含む。

※ 「その他の施設」に含まれるもの

・離島・へき地等で実施する地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事

業等）において特例給付の対象となる満 3 歳以上児に係る定員相当数

・子ども・子育て支援法に基づき実施する特例保育

・上記以外のへき地保育施設

・認可化移行総合支援事業補助対象施設

※「教育・保育の確保方策に関して県が定める数」とは、既存施設の認定こども園へ

の移行を促進するため、各施設の利用状況や認定こども園への移行に関する意向

等を踏まえて、これらの施設が認定こども園に移行するために必要となる利用定

員数を定めるもの。

1号認定

2号認定

3号認定
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○ 地域型保育事業において乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続

的に提供されるよう、市町と連携して、地域型保育事業者が連携協力を行

う連携施設を確保できるよう支援します。

（こども未来課）

○ 教育・保育及び地域型保育の利用を希望する者が、就労の状況など生活の

実態に応じて施設等を選択できるよう、必要に応じて関係市町と協議及び

調整等を行います。

                        （こども未来課）

○ 幼稚園、保育所、認定こども園※において、それぞれが積み上げてきた経験

の共有と相互理解のための連携を促進します。

                       （こども未来課）

○ 認定こども園法の改正により、単一の施設として学校及び児童福祉施設の

法的位置付けがなされた幼保連携型認定こども園※への移行を、市町と連携

して支援します。

（こども未来課）

○ 離島・過疎地域においては、地域の特性に応じた小規模保育施設や認定こ

ども園の設置など、教育・保育の確保に努めます。

（こども未来課）

○ 一時預かり※、延長保育、休日保育、病児・病後児保育事業など、保護者や

地域のニーズ、実情に応じた保育サービスの充実を図ります。

【2-1-2、3-2 掲載】（こども未来課）

○ 保育所等が通訳を活用する場合の補助や保育士の追加配置にかかる補助の

活用を促すなど、外国につながる幼児を受け入れる教育・保育施設を支援

します。

                        （こども未来課）

○ 保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、保育士・保

育所支援センターを設置し、潜在保育士※の就職や保育所の潜在保育士活用

支援等を行うとともに、保育士養成施設と連携し、学生に対する、保育所

等への現地見学や就職面談会など保育所等への就職促進を図ります。

（こども未来課）

○ 県及び市町が連携して、幼児教育の振興及び子どもの健康・安全の確保、

職員の研修体制の充実、処遇改善、地域の関係機関との積極的な連携・協

力の推進などを進め、生きる力の基礎を培う幼児期の教育・保育の充実と

保育環境の改善・充実を図ります。

（こども未来課）
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○ 発達障害※を含む障害のある幼児に対するきめ細かな対応を推進するため、

園内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支

援計画及び指導計画の作成など、適切な支援体制の整備を推進します。

（こども未来課）

○ 幼保小連携の研究成果の普及に努めるとともに、幼保小連携のための協議

会設置など、市町レベルの推進体制の整備を図るよう働きかけます。また、

発達において特別な配慮を要する幼児について、幼児教育相談の実施等に

より小学校以降の学習・生活への円滑な接続のための支援体制の整備に努

めます。

（こども未来課、義務教育課）

○ 県等が広域に、教育・保育に関する調査研究、教育・保育に携わる者の研

修、市町及び教育・保育施設等に対する情報の提供及び助言その他必要な

施策を総合的に実施するための拠点（「幼児教育センター」という。）を

活用し、域内全体の幼児教育・保育施設の質の向上を図ります。  

                       （こども未来課）

○ 保育者の専門性の向上を図るため、幼児教育の専門的な知見や豊富な実践

経験を有し、域内の教育・保育施設等への訪問支援等を通じて、教育内容

や指導方法、指導環境の改善等について助言等を行う者（「幼児教育アドバ

イザー」という。）の育成・配置を推進します。

                          （こども未来課）

【数値目標】2-1-2

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

保育所等待機児童数 R1 70 人 毎年 0 人

一時預かり実施施設数 H30 482 箇所 R6 490 か所

病児・病後児保育実施施設数 H30 40 箇所 R6 45 か所

認定こども園※の設置数 H30 154 か所 R6 177 か所
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３ 安全安心な放課後の居場所づくり

【現状と課題】2-1-3

○ 近年、共働きが増え、子育てと仕事の両立支援の必要性が増大しているこ

とを背景に、放課後児童クラブ※設置のニーズがますます高まっています。

○ 放課後児童クラブについては、市町子ども・子育て支援事業計画※に基づき、

効率的かつ計画的に整備を行う必要があり、本県では、学校施設内で行わ

れている放課後児童クラブの割合が全国平均を大きく下回るとともに、保

護者の要望も大きいことから、地域の実情を踏まえながら、公有財産の活

用等により、放課後児童クラブの設置を推進する必要があります。

○ 児童館※は、幅広い児童の健全育成を目的とした児童福祉施設であり、「遊

び」を中心として、地域に密着した活動が求められています。

○ 安全・安心な活動拠点（居場所）となる地域子ども教室※の更なる充実を図

るため、コーディネーターや指導員等に係る研修機会の提供とその充実に

努める必要があります。

○ 全ての就学児童が放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行う

ことができる総合的な放課後対策に取り組む必要があります。

【具体的施策】2-1-3

○ 授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全な育成活動

を行うとともに、就労している保護者のニーズに対応するため、放課後児

童クラブの質や量の充実に努めます。

【2-1-3、3-2 掲載】（こども未来課）

○ 放課後児童クラブの実施のため、小学校の余裕教室等の改修や学校敷地内

専用施設の設置等に必要な経費の補助を実施します。

（こども未来課）

○ 長崎県児童館等連絡協議会を通して、児童館職員の資質向上のための研修

や全国の先進的な取組の情報提供などを行います。

        （こども未来課）

○ 放課後児童クラブの指導員に対する研修については、放課後児童支援員に

なるための研修を、県内の全てのクラブにおいて必要な有資格者を確保で

きるよう実施するとともに、現任職員に対して資質向上を図る研修を実施

し、優れた人材の養成や確保及び専門性の向上等に努めます。

（こども未来課）

○ 地域の様々な人々の協力を得て、放課後や土曜日等における子どもの安
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全・安心な活動拠点（居場所）を提供するため、地域子ども教室のコーデ

ィネーターや指導員等に係る研修機会の提供とその充実に努めます。また、

合同研修会の開催などにより、放課後児童クラブ※と地域子ども教室※の連

携を推進していきます。

【2-1-3、2-1-4(2)掲載】（こども未来課、生涯学習課）

   

○ 市町において「新・放課後子ども総合プラン」の円滑な取組促進が図られ

るよう、県内の放課後対策の総合的なあり方についての検討の場として、

「放課後子ども総合プラン推進委員会」を設置します。

【2-1-3、2-1-4(2)掲載】（こども未来課、生涯学習課）

【数値目標】2-1-３

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

放課後児童クラブの設置数 H30 447 か所 R6 460 か所

子どもたちにとって豊かで有

意義な環境づくりに機能して

いると指導者・関係者が自己評

価する「地域子ども教室」の割

合

H30 98.5% R5 100%

４ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

（１）一人一人を確実に伸ばす確かな学力の育成

【現状と課題】2-1-4(1)

○ これから子どもたちが活躍する未来は、グローバル化やＡＩ※に代表される

技術の急速な進展などにより、予測困難な社会の到来が予想されています。

学校教育においては、次代を生き抜く子どもたちが、社会の変化に主体的

に関わり、感性を豊かに働かせながら、未来を切り拓いていくために必要

な資質・能力を身に付けさせることが重要です。

○ 全国学力・学習状況調査の結果から、本県の児童生徒については、各教科

の基礎的な知識や技能の確実な定着を図り、習得した知識や技能を活用し

思考力や判断力、表現力を高めることが課題となっており、小・中学校に

おいては、この調査を踏まえた学力向上プランを作成して授業改善に取り

組んでいます。

○ 高校生においては、多様化する進路希望に応えられるよう、高等学校段階

で身に付けるべき資質・能力を確実に育成するために、探究的な学びを充

実させていく必要があります。
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○ 国際社会や異文化を理解し、自分の考えや意見を自ら発信し、行動する態

度や能力を身に付けるために、外国語によるコミュニケーション能力の育

成を推進していくことが求められています。小学校の３、４年生において

は外国語活動を、5、6 年生においては外国語科を実施しており、中学校で

はコミュニケーション能力の更なる向上を図っています。高等学校では、

学習指導要領に基づき、英語で行うことを基本とした授業づくりを進めて

います。

○ ＩｏＴ※やＡＩ※等の発達をはじめとする情報技術革新が一層進展し、生活

を大きく変えていく社会の到来が予測される中、教育の情報化（ICT）をさ

らに推進し、電子黒板※やタブレットＰＣ※などのＩＣＴ機器を活用した効

果的な授業実践により、児童生徒の学力向上及び情報活用能力の向上を図

りながら、情報化社会にしっかりと対応していける能力を身に付けさせる

必要があります。また、インターネットやＳＮＳ※等を媒体にした子どもを

巻き込む事件が増加していることから、情報モラル教育を一層推進してい

く必要があります。

【具体的施策】2-1-4(1)

○ 県学力調査（小学校：国語・算数・理科、中学校：国語・数学・英語）を

実施し、全国学力・学習状況調査（小学校：国語・算数・理科、中学校：

国語・数学・英語・理科）の結果とともに本県の子どもたちの課題や改善

策を明らかにし、県及び市町教育委員会の協働体制のもと、各小・中学校

における授業の充実・改善を図ります。

（義務教育課）

○ 少人数学級編制や少人数指導等、きめ細かな指導を充実し、子どもたちの

理解の状況や習熟の程度に合わせたティーム・ティーチングや習熟度別学

習等により、子どもたちの学力向上に努めます。

（義務教育課）

○ 小・中学校においては、市町教育委員会や関係機関と連携しながら、異文

化交流を含む先進的な取組等を推進するとともに、教員を対象とした研修

を充実させることにより、児童生徒の英語による発信力の強化を目指しま

す。高等学校では、小・中学校で身に付けた基礎を踏まえ、授業の改善を

図るとともに、生徒たちの英語によるコミュニケーション能力を育成する

ための更なる取組を行います。

（義務教育課、高校教育課）

○ 高等学校においては、各学校で育成すべき資質・能力を明確にし、学びの

基礎診断等を活用しながら、生きて働く「知識・技能」の確実な習得を図

るカリキュラム・マネジメントを実現します。また、1 人 1 台端末や電子

黒板、実物投影機などのＩＣＴ機器を活用しながら授業改善を進め、すべ

ての教科・科目において探究的な学習を推進します。さらに、「社会に開か

れた教育課程」の理念の実現を目指すために、地域や社会とのつながりを

34



第Ⅶ編 計画内容                      第２章 子どもや子育て家庭への支援

意識した学習を進め、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指します。

（高校教育課）

○ 小規模高校等への遠隔授業の配信など、ICT を活用して学校が所在する地

域に関わらず多様な学びの選択肢を提供するとともに、個々の生徒の興

味・関心や習熟度に応じた学びや、他校や学校以外の場所ともつながる協

働的な学びを実現します。

（教育 DX 推進室）

○ 子どもたちがインターネットやＳＮＳ※を適切に活用し、必要な情報を収集

したり、発信したりする能力を育成するとともに、子どもたちの情報モラ

ルも育成していきます。

（児童生徒支援課）

（２）豊かな心の育成

【現状と課題】2-1-4(2)

○ 「長崎県児童生徒の社会性規範意識に関する調査」によると、本県の子ど

もたちの社会性・規範意識については、高い状態を維持しています。一方

で、全国的にも問題となっているいじめや、いじめによる自殺については、

本県においても対応しなければならない喫緊の課題となっています。

○ 様々な体験活動を通じて、社会性や規範意識を身に付け、豊かな心を育ん

でいくために、異年齢の子どもや地域の方々と交流し、自然や伝統・芸術

文化などに触れるとともに、体験活動を通じふるさと長崎県を再認識する

ことは重要なことです。また、県立青少年教育施設を活用した安全で充実

した体験活動等を提供するとともに、活動を支援する指導者の確保と資質

向上を図ることが必要です。

○ 学校における子ども読書活動を推進するために、学校司書の配置に係るモ

デル事業の実施により、学校図書館担当職員の資質向上や学校図書館の機

能の充実・強化に努めてきた結果、子どもの読書量の増加や学校司書等の

配置の増加等、一定の成果が現れています。主体的な学びや言語活動の充

実を図るために、学校図書館を授業の中で積極的かつ組織的に活用するこ

とや、家庭・地域・学校が連携し、不読者率（1 か月に本を 1 冊も読まな

かった児童生徒の割合）の維持や家庭読書の推進に取り組むことが必要で

す。

【具体的施策】2-1-4(2)

○ 「生命尊重」や「思いやりの心」「規範意識」の育成については、道徳教育

の実践事例を紹介するなど、命のつながりや家族の絆に対する意識を高め、

全ての人間や命あるものを尊重し、大切にしようとする心を育みます。ま
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た、「長崎っ子の心を見つめる教育週間※」や「長崎っ子さわやか運動※」の

充実を図り、学校・家庭・地域がともに道徳教育に取り組む教育環境づく

りを推進するとともに、あいさつや礼儀等の社会性や規範意識など公共の

精神を育成します。さらに、いじめや差別・偏見を受けた人々の苦しみや

悲しみをしっかり感得する人権教育の推進、被爆県として原爆や戦争の悲

惨さと平和の尊さを十分に理解するような平和教育の推進にも取り組みま

す。

（義務教育課、高校教育課、児童生徒支援課）

○ 地域の様々な人々の協力を得て、放課後や土曜日等における子どもの安

全・安心な活動拠点（居場所）を提供するため、地域子ども教室※のコーデ

ィネーターや指導員等に係る研修機会の提供とその充実に努めます。また、

合同研修会の開催などにより、放課後児童クラブ※と地域子ども教室の連携

を推進していきます。

【2-1-3、2-1-4(2)掲載】（こども未来課、生涯学習課）

   

○ 市町において「新･放課後子ども総合プラン」の円滑な取組促進が図られる

よう、県内の放課後対策の総合的なあり方についての検討の場として、「放

課後子ども総合プラン推進委員会」を設置します。

【2-1-3、2-1-4(2)掲載】（こども未来課、生涯学習課）

○ 自然体験活動をはじめ、様々な体験活動の機会と場を提供する中心的な役

割を担っている県立青少年教育施設の活用促進に努めます。また、青少年

教育施設での体験活動指導者養成に係る研修を奨励するとともに、県立青

少年教育施設や公共機関及び民間団体や地域の体験活動の指導者間との交

流を進め、相互のネットワークによる情報発信・情報交換を支援するほか、

ホームページでの体験活動の紹介に加えて、体験活動の指導者による現場

の声なども発信していきます。

（生涯学習課）

○ 我が国や郷土の歴史、伝統文化について理解を深める取組を充実するとと

もに、「しま」のよさを再認識する体験活動の推進とふるさと長崎県を再認

識することができるふるさと教育を推進します。また、地方創生型探究学

習や、地方企業等との協働・連携によるイベントの企画運営などを通じて、

母校愛・郷土愛を育み、本県の活性化に貢献しようとする人材の育成を行

います。

（義務教育課、高校教育課、生涯学習課）

○ 学校や地域において、音楽・演劇・伝統芸能など優れた舞台芸術を鑑賞す

る機会や、日頃の文化活動の成果を発表する機会を提供し、子どもたちの

文化活動の推進に努めます。

（学芸文化課）

○ 学校における「一斉読書活動」等の推進や「学校図書館教育全体計画」等

の作成促進、司書教諭や学校司書等の人材育成のための研修会等の開催、
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市町に対する学校司書等の配置の働きかけなどを行い、学校図書館の一層

の機能向上を図ります。

                        （生涯学習課）

○ 読書関係者の研修会を通じて、読み聞かせや家庭読書等の啓発に努め、家

庭・地域・学校等、社会全体での子どもの読書活動の推進を図ります。

（生涯学習課）

【数値目標】2-1-4(2)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

児童生徒の不読者率（1 か月に本

を 1 冊も読まなかった者の割合）
H30

小  0.1%

中  0.1%

高 11.9%

毎年

小

1％以下を維持

中

1％以下を維持

高

12％以下を維持

（３）健やかな体の育成

【現状と課題】2-1-4(3)

○ 子どもの体力の低下や、運動をする子としない子の二極化傾向などの問題

が指摘されており、学校体育の果たす役割や指導の在り方等を検討・改善

していくことはますます重要となっています。

○ 学習指導要領の趣旨を踏まえ、今後も、学校体育はもとより、学校・地域・

家庭が一体となって、さらに子どもの体力や健康について考えていくこと

が重要です。

○ 子どもたちに運動の楽しさや必要性を理解させ、自ら、生涯にわたって運

動を継続し、体力の向上や健康の保持増進を図っていく資質や能力の育成

に努めていくことが必要です。

○ 多様化した児童生徒の健康課題を解決するためには、学校・家庭・地域の

協力が不可欠であるため、学校保健委員会※の設置が進められてきました。

学校保健委員会の年間の開催状況については、平成 30 年度は小学校で年

間 2.8 回、中学校で年間 2.3 回、高等学校で年間 1.9 回、特別支援学校で

年間 1.9 回となっています。児童生徒の心身の健康課題に組織的・効果的

に取り組むため、学校保健委員会を活性化することが必要です。

【具体的施策】2-1-4(3)

○ 子どもたちが運動を好きになり、生涯にわたって意欲的に運動に取り組む
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ことができるような体育指導のあり方の研究や教員の指導力の向上に努め

ます。

（体育保健課）

○ 子どもの体力の状況分析や体力向上に向けての方策等の検討を行い、各市

町や学校における体力テスト結果の分析と活用を促進し、子どもたちの体

力向上に関する意識を高め､体力向上に向けた各校の取組の活性化を目指

し、体力向上プランを充実させ、体力の向上を図ります。

（体育保健課）

○ 子どもたちの体力テストの結果を家庭に知らせ、生活習慣の見直しも含め

各家庭で体力づくりに取り組めるように情報提供を行います。

（体育保健課）

○ 児童生徒の現代的な健康課題であるアレルギー疾患や歯・口腔に関するこ

と、性に関すること、望ましい生活習慣の習得などに組織的・効果的に取

り組むため、学校保健委員会※を活性化することが必要であり、年間で複数

回の学校保健委員会を開催するよう啓発に努めます。

（体育保健課）

【数値目標】2-1-4(3)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

全国体力・運動能力、運動習慣等

調査※における体力テスト結果

が全国平均と同レベル（－）もし

くは上回る（○）種目

H30 17 種目 R5 34（全）種目

「体育の授業で運動のやり方や

コツがわかった」児童生徒の割合
H30 90.6% R5

90%以上を

維持

「体育の授業が楽しい」という児

童生徒の割合
H30 90.9% R5 95%以上

（４）信頼される学校づくり

【現状と課題】2-1-4(4)

○ グローバル化や情報化の急速な進展により、社会が著しく変化する中で、

生徒・保護者の多様な教育的ニーズに適切に対応するため、平成 23 年度

から令和 2 年度までの１０年間を計画期間とする「第二期長崎県立高等学

校改革基本方針」を策定し、専門学科の改編などの高等学校教育の改革に

取り組んでいます。一方、少子化の進行、技術革新や高度情報化、グロー
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バル化の進展などにより、社会環境が急速に変化する中にあっても、主体

的に変化に向き合い、多様な人々と協働して新たな価値が創造できる力を

育成するための高等学校の制度改革や教育内容の改善を図る必要がありま

す。本県の中学校卒業者数の減少は今後も長期的に続くことが予想されて

おり、高等学校の小規模化が進む中で、学校の機能と教育水準の維持向上

が図られるような工夫や、各学校の魅力づくりを一層推進する必要があり

ます。

○ 学校施設は、学習・生活の場として児童生徒の人命を守るとともに、非常

災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、学校

の耐震化などその安全性の確保は極めて重要となっています。

○ 多様化する社会状況の変化や学校現場の諸課題へ対応するため、教職員が

社会から尊敬・信頼を受け、困難な課題に対応できる実践的指導力を備え

ているなど、資質能力の向上が求められています。そのため、学校教育の

直接の担い手である教職員一人ひとりの実績や能力等を適正に評価し、研

修や人事配置等に適切に反映させることによって、教職員の更なる意識改

革と資質能力の向上につなげていくことが必要です。

○ 学校運営に対する保護者や地域住民等の参画意識の高まりに伴い、学校が

その教育活動の成果を検証し、自ら必要な改善を図るとともに、保護者等

に対する説明責任をしっかりと果たすことがますます重要になっています。

○ 学校や通学路における事件・事故が大きな問題となっている近年の状況を

踏まえ、子どもたちが安心して教育を受けられるよう、家庭や地域と連携

した学校の安全管理に関する取組を一層充実する必要があります。

○ 教員の長時間労働など、教職に対するマイナスなイメージが先行する中、

教職員の労働環境改善、教職の魅力発信、人材の確保等を一体的に進めて

いく必要があります。

【具体的施策】2-1-4(4)

○ 令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間とする、「第三期長

崎県立高等学校改革基本方針」を策定し、生徒が「変化の激しい社会にお

いて自立的に生き、社会の形成に参画する力」や「ふるさと長崎への愛着

と誇りを持ち、本県の未来を担う力」を身に付けることを目指した教育制

度の改革や適正配置等に取り組み、活力と魅力に溢れた県立高等学校づく

りを推進します。

（高校教育課）

○ 教員が子どもたちの成長のために全力で職務に取り組むことができるよう、

民間や地域の方々の理解と協力を得ながら、分業化を進めるなど教員の職

場環境を改善するための取組を推進します。併せて、教職の魅力発信やマ

ッチングシステム構築などにより、教員のなり手不足を解消し、学校教育
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の充実を図ります。

（義務教育課）

○ 高等学校が持続的な地域創生の核としての意識を持って、市町と連携した

県立高校の魅力化を推進します。

（高校教育課）

○ 児童、生徒に安全な教育環境を提供するため、私立幼稚園、保育所、私立

小・中・高等学校については、令和 7 年度末までに学校施設の耐震化の完

了を目指します。また、市町立学校については、今後一層進行する校舎や

体育館など学校施設の老朽化に適切に対応していくため、設置者である市

町に対し、国の補助制度や有利な財政措置について周知するなど、県・市

町が連携・協力を図りながら取り組みます。

（学事振興課、こども未来課、教育環境整備課）

○ 「長崎県教員等としての資質向上に関する指標」とそれを踏まえた教職員

研修計画に基づき、教職員のキャリアステージに応じた研修を引き続き実

施し、教職員としての倫理観と使命感・責任感の育成と、専門職としての

高度な知識・技能を身に付けた指導力のある教職員の育成に努めます。ま

た、管理職研修の充実により、管理職の更なる資質能力の向上に努めます。

併せて、人事評価制度により教職員の実績や能力等を適正に評価し、特色

ある学校づくりのための適材適所の人事配置に活用します。

（高校教育課）

○ 学校評価の妥当性や信頼性等の向上に努め、評価結果を学校運営の充実・

改善に活用する取組を一層推進するとともに、学校の教育目標や重点課題、

教育活動の実践成果等を情報発信し、家庭や地域との連携を深めます。

（義務教育課、高校教育課）

○ 各学校の実態に応じて策定した安全管理マニュアル、学校安全計画に基づ

き、継続的な学校の安全管理体制の充実を図るとともに、教職員対象の学

校安全教室推進研修会を開催し、教職員の資質向上に努めます。

（児童生徒支援課）

○ 定期的に通学路の安全点検を実施し、ＰＴＡや地域ボランティア、警察等

の関係機関と連携した見守り体制を強化するとともに、通学路安全マップ

の作成等、児童生徒に危険箇所を具体的に把握させることにより、交通事

故や不審者から守ります。

【2-1-4(4)、5-2-1 掲載】（児童生徒支援課）

○ 教育施策や学校の取組などを、SNS や各種メディアを通して積極的に発信

していきます。

（教育政策課）
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【数値目標】2-1-4(4)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

私立幼稚園・私立保育所・幼保連

携型認定こども園の耐震化率
R1 89％ R6 100%

私立小・中・高等学校の耐震化率 R1 85.8％ R6 97％

（５）私立学校教育の振興

【現状と課題】2-1-4(5)

○ 少子化に伴う児童生徒数の減少により、私立学校や私立幼稚園を取り巻く

環境は一段と厳しくなってきています。それぞれの私立学校（園）が、そ

の建学の精神に基づき、社会の変化や県民のニーズに合わせて他校（園）

にない特色・魅力を築いていくための支援を続けていく必要があります。

【具体的施策】2-1-4(5)

○ 私立学校（園）における教育の振興を図るため、学校の経常的経費を助成

します。また、国として教育費の無償化が低所得世帯を中心に実現されま

すが、県としては保護者負担の軽減を図るため、授業料の減免、通学費補

助などの助成制度を実施します。

（学事振興課、こども未来課）

○ 私立学校へのスクールカウンセラー※及びスクールソーシャルワーカー※配

置のための経費に対し助成し、児童生徒へのきめ細かな対応ができる環境

整備を支援します。

【2-1-4(５)、2-1-5(６)、4-1-1 掲載】（学事振興課）

○ 私立学校の活性化事業に対し助成し、魅力ある学校づくりを支援します。

             （学事振興課）

５ 未来の親・未来を担う人材の育成

（１）子育ての楽しさと意義に関する教育・広報・啓発

【現状と課題】2-1-5(1)

○ 中学校学習指導要領においては、少子高齢化や家庭の機能が十分に果たさ

れていないといった状況に対応するため、家族と家庭に関する教育と子育

て理解のための体験が重視されており、「幼児と触れ合うなどの体験を通し
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て、幼児への関心を深め、かかわり方を工夫できること」が必修の指導項

目として示されています。

○ 高等学校学習指導要領においては、教科「家庭科」で重視された内容の一

つに少子高齢化への対応があります。乳幼児の心身の発達と生活、親の役

割と保育、子どもの育つ環境について理解させ、子どもを生み育てること

の意義を考えさせるとともに、子どもの発達のために親や家族及び地域や

社会の果たす役割について認識させるようになっています。

○ 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることはいうまでもありません

が、若い世代が結婚、妊娠、出産、子育てなどの暮らしと仕事の将来像を

適切に設計できるよう、必要な知識習得や体験の機会を提供する必要があ

ります。

【具体的施策】2-1-5(1)

○ 中学校では、子どもが育つ環境としての家族の役割について理解を深めさ

せるとともに、幼児と触れ合うなどの体験を通して、幼児への関心を深め、

かかわり方を工夫できる資質・能力が育つ学習活動を推進します。

（義務教育課）

○ 高等学校では、学習指導要領に基づき、授業を中心に学校家庭クラブ活動※

等との連携も図り、地域の実態に応じて、幼稚園や保育所等を訪問して実

際に乳幼児との触れ合いや交流をしたり、乳幼児をもつ親子との交流を通

して、実践的・体験的な学習活動に取り組みます。

（高校教育課）

○ 若い世代から妊娠・出産について正しい知識や仕事と生活の調和※について

普及・啓発するともに、明るい子育てをしている家族について広く紹介す

るなど、子育ての楽しさや意義を感じてもらえるような取組を進めます。

（こども未来課）

（２）男女共同参画社会づくりに向けた意識改革の推進

【現状と課題】2-1-5(2)

○ 男女共同参画社会基本法施行後、地域における男女共同参画推進の取組は

着実に進められていますが、

・ 未だ固定的な性別役割分担意識が根強い

・ 地域の課題解決に男女共同参画の視点が十分に活かされていない

・ 地域活動の参加について性別、世代に偏りがある

・ 女性が実際に活躍できる場が乏しい

など、男女共同参画が必ずしも順調に進んでいない状況も見られます。

42



第Ⅶ編 計画内容                      第２章 子どもや子育て家庭への支援

【具体的施策】2-1-5(2)

○ 本県における男女共同参画を推進するための基本的な指針となる長崎県男

女共同参画基本計画に基づき、意識啓発や男女がともに働きやすい環境づ

くりなどに取り組み、男女共同参画社会の実現を目指します。

（男女参画・女性活躍推進室）

（３）子ども・若者※の社会参加・社会貢献活動の推進

【現状と課題】2-1-5(3)

○ 子ども・若者が社会の一員として大切にされるとともに、自立をはぐくむ

ためには、子ども・若者の意見や意思を尊重するような取組を進めること

が必要です。

○ ボランティア活動は、子どもたちが社会との関わりを考え、共に助け合っ

て生きる喜びを体得するなど、社会奉仕の精神を養うことのできる貴重な

機会です。各小・中学校には、そのための活動の場・時間の確保が求めら

れます。

【具体的施策】2-1-5(3)

○ 子ども・若者の育成支援にかかる施策や世代間合意が不可欠である分野の

施策については、子ども・若者の意見が反映されるよう、子ども・若者の

意見表明機会の確保に努めます。

（こども未来課）

○ 小・中学校では、総合的な学習の時間や学校行事等において地域の特色を

生かしたボランティア活動の取組を推進します。

（義務教育課）

○ 長崎県社会福祉協議会等と連携し、子ども・若者※に、ＮＰＯや福祉施設で

のボランティア活動体験の機会を提供することにより、広く県民のボラン

ティア活動への参加を促します。

（県民生活環境課）

（４）キャリア教育※・職業教育の推進

【現状と課題】2-1-5(4)

○ 子どもたちが将来直面する様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、社会

人・職業人として自立していくためには、学校から社会への接続を意識し、

一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育

む必要があります。
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○ 本県では、自ら将来に夢や憧れを抱き、学ぶ目的や喜びを自覚しながら志

の実現に向け、努力する態度や望ましい勤労観・職業観や、職業に関する

知識・技能を身に付けさせ、主体的に進路を選択する能力・態度を育成す

るために、発達段階に応じたキャリア教育を推進しています。

【具体的施策】2-1-5(4)

○ ふるさとに愛着と誇りをもち、将来「ふるさとの未来を担う人材」を育成

するため、「地域の魅力を心と記憶に刻む」、「地域の産業や人材と出会う」

を大きな柱としながら小中高一体となったふるさと教育を推進し、系統的

なふるさと教育のカリキュラム、体制づくりの開発・普及に取り組みます。

（義務教育課）

○ 小・中学校では、学校における学びと実社会との関わりを大切にし、児童

生徒に望ましい職業観や勤労観を育成するため、職場見学や職場体験の内

容の工夫・充実を図ります。

（義務教育課）

○ 産業経済の著しい変化に即応するため、関係部局や専門学校等との連携や

企業・研究機関等からの講師招へいにより、予測困難な社会の変化に対応

できる人材の育成と教職員の指導力向上を図ります。また、生徒が目的意

識を持って意欲的に学習に取り組むよう、資格や技能検定等の取得や地域

との連携を更に深め、地域産業の活性化につながる地域の特性を生かした

産業教育の充実を図るとともに、各種コンテスト等において全国レベルの

高い成果を目指します。

（高校教育課）

○ 生徒・保護者向けの企業説明会や企業見学会を実施し、県内企業に対する

理解を図るとともに、就職時のミスマッチや離職防止に向けた取組を通し

て県内定着を支援します。また、関係機関と連携して、インターンシップ※

受入企業を拡充し、全日制課程の高等学校に対しインターンシップの一層

の導入を推進し、自己の将来像を明確にさせ、進路選択にあたっての職業

観や日常の学習に対する興味・関心を喚起します。

（高校教育課）

（５）若者の就業支援

【現状と課題】2-1-5(5)

○ 令和元年度の県内の経済情勢は緩やかな回復傾向にありましたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により、令和 2 年 2 月以降、厳しい雇用情勢

が続いています。

○ 新規高卒者については、求人倍率 1.59 倍（全国平均 2.78 倍）で過去最

高となるなど人手不足感の強い状態が続いています。
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○ 長崎・佐世保の県立高等技術専門校では、新規高卒者を中心に県内企業が

求める「ものづくり人材」の育成を行っておりますが、産業技術の進展や

地場企業のニーズ変化に対応する必要があります。

【具体的施策】2-1-5(5)

○ 長崎労働局、ハローワーク、市町、経済団体、県内企業及び高校や大学等

と連携を取りながら、合同企業面談会、職場体験・見学会等の就業支援策

を実施するとともに、フレッシュワーク※などの就業支援施設において、個

別カウンセリングや、各種セミナー、職場体験等の就業支援策を実施する

ことにより若者の県内就職の促進を図ります。

【2-1-5(5)、3-3 掲載】（未来人材課、雇用労働政策課）

○ 県立高等技術専門校では、地域の実情に応じた職業能力開発を推進するた

め、企業訪問によるニーズ把握を行うことなどにより、訓練内容の充実を

進め、本県産業界を支える職業人として必要な技術・技能や知識について

しっかりとした基礎ができた若手人材の育成を推進します。

（雇用労働政策課）

【数値目標】2-1-5(5)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

県内高校生の県内就職率 H30 61.1% R6 67.5％

（６）困難を抱える子ども・若者※の支援

【現状と課題】2-1-5(6)

○ 不登校※、ひきこもり※、ニート※など、子ども・若者の抱える諸課題は社会

問題化し、深刻化しています。多様化、複雑化する子ども・若者の問題に

対応するためには、教育・医療・保健・福祉・就労などの関係機関・団体

等が連携して支援に取り組む必要があります。

○ 「ひきこもり」は、特定の病名や症状ではなく、様々な要因によって社会

的な参加の場面が狭まり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われ

ている「状態」です。平成 28 年内閣府調査によるとひきこもり状態にあ

る 15～39 歳の若者は全国に 54.1 万人、その結果から本県においても、

約 5,000 人いると推計されています。このことから、ひきこもり本人や家

族への相談支援体制の整備や、支援機関の連携強化などの支援の充実強化

が必要です。

○ 高等学校において、「学校生活・学業不適応」「進路変更」等の理由による

中途退学者数は、重要な教育課題の一つとなっています。
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○ 公立高等学校の中途退学の理由は進路変更が最も多いため、中学生に対す

る高等学校の情報提供や高等学校入学後のカウンセリング、進路指導の充

実等を推進しています。

○ 公立学校においては、不登校児童生徒や暴力件数は増加傾向にあり、一人

一人の社会的自立や規範意識の育成に向けての取組を充実させる必要があ

ります。

○ 私立高等学校においても、学校生活への不適応や学業不振、進路変更を理

由とする中途退学が全体の約８割を占めており、きめ細かな対応が求めら

れています。

○ 障害のある子どもが、生涯にわたって自立し、社会参加していくためには、

職業的な自立を果たしていくことが重要です。障害者を取り巻く雇用環境

は、令和元年度の障害者の就職件数と就職率が過去最高となるなど、年々

改善されていますが、令和元年６月時点で雇用義務のある県内企業の約４

割が法定雇用率未達成であるなど、未だ厳しい側面もあります。また、自

立した生活を送るためには、一定の収入を得る必要があり、一般就労への

移行支援とともに、事業所等で障害者に支払われる工賃水準を引き上げる

ことが重要となっています。

【具体的施策】2-1-5(6)

○ 不登校、ひきこもり、ニート等、社会生活を円滑に営む上で様々な問題や

悩みに対応する「長崎県子ども・若者総合相談センター（ゆめおす）」にお

いて総合的に相談を受け付けるとともに、関係機関等と連携を図り支援を

行います。

（こども未来課）

○ NPO 等の民間団体が行う困難を抱える子ども・若者※を地域で支援する機

運を高めるとともに、子ども・若者の社会的自立を促します。

（こども未来課）

○ いじめや不登校※などをはじめとする児童生徒の問題行動等への対応につ

いては、学校、保護者、PTA、行政機関、医療機関、専門家などと連携し

て、地域全体での支援を推進します。

【2-1-5(６)、4-1-1 掲載】（児童生徒支援課）

○ 「地域若者サポートステーション※」を核として、ニート※等の若者を総合

的、継続的に支援できる若者支援機関のネットワークを構築するとともに、

「地域若者サポートステーション」事業を通じて、ニート等の若者の職業

的自立支援を推進します。

（雇用労働政策課）

○ ひきこもり※本人やその家族を対象にした家族教室の実施や、民間や行政の

支援機関による連携会議の開催などにより、相談支援体制の充実強化を図
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ることで、家族の心の安定と本人の自立を促進します。

（障害福祉課）

○ 中学校における職場体験や進路指導などのキャリア教育※を一層充実させ

るほか、高等学校においては、教育相談の充実やわかる授業の確立に努め

ます。また、やむを得ず中途退学に至る生徒に対しては、県教委が作成し

ている「明日に向かって」等を利用して、退学後の就職や将来の生活設計

について、きめ細かな相談を行います。このほか、地域若者サポートステ

ーションやフレッシュワーク※などの役割を十分に学校に知らせるととも

に、「学び直し」の機会の情報提供を行い、中途退学者を支援します。

（義務教育課、高校教育課）

○ 問題行動の未然防止、早期発見・早期解消するための取組を推進するとと

もに、スクールカウンセラー※や、スクールソーシャルワーカー※の配置・

派遣により教育相談体制の整備を図ります。

（児童生徒支援課）

○ 私立学校へのスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー配置

のための経費に対し助成し、児童生徒へのきめ細かな対応ができる環境整

備を支援します。

【2-1-4(５)、2-1-5(６)、4-1-1 掲載】（学事振興課）

○ 特別支援学校においては、在籍する児童生徒の発達段階等に応じたキャリ

ア教育※を積極的に推進するとともに、スポーツのイベントや体験活動を通

して関係機関と連携し、企業側の障害者雇用への理解促進を図るなど、就

労支援の充実に努めます。

【2-1-5(6)、4-2-1 掲載】（特別支援教育課）

○ 一般就労が可能な障害者に対しては、ハローワークなどと連携して、雇用

の場の拡大に努めるとともに、企業側の障害者雇用への理解促進を図りま

す。また、一般就労が困難な障害者に対しては、福祉的就労の場等におい

て、授産商品の受注の拡大や販路開拓、商品開発など、工賃を増加するた

めの支援を行います。

（障害福祉課、雇用労働政策課）

【数値目標】2-1-5(6)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

子ども・若者総合相談センター

における支援機関とのマッチ

ング割合

H30 71.1% 毎年
70％以上を

維持

障害福祉サービス事業所で福

祉的就労をしている障害者の

平均工賃月額

R1 17,664 円 R6 21,000 円
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６ 子育てにかかる経済的支援

【現状と課題】2-1-6

○ 子育て家庭の教育費など、経済的負担感が大きくなっており、教育格差の

固定化解消等の必要性が指摘されています。このため、全ての子どもたち

が安心して医療・教育などが受けられるよう、支援が必要です。

【具体的施策】2-1-6

○ 次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援す

るため、中学校を卒業するまでの子どもに児童手当を支給します。

（こども家庭課）

○ 就学前のすべての乳幼児を対象とした乳幼児医療費助成及び高校生世代を

対象とした子どもの医療費助成については、事業主体である市町と十分協

議しながら、必要な支援を行います。

【2-1-6、2-2-2 掲載】（こども家庭課）

○ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対する母子父子寡婦福祉資金貸付金、

児童扶養手当※、医療費助成等の経済的支援については引き続き実施します。

【2-1-6、4-3-5 掲載】（こども家庭課）

○ ひとり親家庭などの放課後児童クラブ※の利用について、利用料の助成を行

います。

【2-1-6、4-3-5 掲載】（こども未来課）

○ 精神または身体に障害がある満 20 歳未満の児童を家庭において監護して

いる父または母等に特別児童扶養手当※を支給します。

【2-1-6、4-2-1 掲載】（こども家庭課）

○ 義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難と認め

られる児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の一部が市町から支

給されます。

（義務教育課）

○ 特別支援学校への就学に要する保護者の経済的負担を軽減するため、保護

者の経済的能力に応じて、就学に必要な経費の全部または一部を支給しま

す。

（教育環境整備課）

○ すべての高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、家庭の

状況に応じて、高等学校等における教育に係る経済的負担を軽減する就学

支援金や奨学のための給付金を支給します。また、生活が著しく困窮して

いる生徒の授業料の軽減を行う私立高等学校等に対し助成を行い、家庭の
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教育費負担を軽減します。

（学事振興課、教育環境整備課）

○ 向学心に富み、優れた資質を持ちながら経済的理由により大学及び高等学

校等への修学が困難な者に対し学資の貸与をしている（公財）長崎県育英

会へ助成を行います。このほか、遠距離通学費補助事業、定時制・通信制

課程修学奨励事業、離島高校生修学支援事業を実施することで修学支援の

充実に努めます。

（教育環境整備課）
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第２節 子どもの健やかな育ちへの支援

１ 乳幼児の事故の防止

【現状と課題】2-2-1

○ 我が国の乳幼児の不慮の事故による死亡率は高く 1～4 歳児の死因の第１

位（平成２８年度）となっているため、乳幼児の事故防止については、あ

らゆる機会をとおして、啓発・周知等に努めていく必要があります。

【具体的施策】2-2-1

○ 誤飲、転落、転倒、やけど等の乳幼児の事故の大部分は予防が可能である

ことから、小児の発達段階に応じた具体的な事故防止方法について、家庭

や施設の関係者への情報や学習機会の提供等を行います。

（こども家庭課）

○ 幼稚園、保育所等に対し、研修会の開催等により、乳幼児の事故防止、安

全管理に関する普及、啓発を図ります。

（こども未来課）

【数値目標】2-2-1

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

保育施設における死亡事故発

生件数
H30 0 件 毎年 0 件

２ 小児保健医療等の充実

【現状と課題】2-2-2

○ 本県の小児救急医療は、休日・夜間急患センター及び在宅当番医制で初期

救急に対応し、入院を要する二次（三次）救急は、24 時間体制で対応が可

能な長崎大学病院、長崎みなとメディカルセンター、長崎医療センター及

び佐世保市総合医療センターが、広域にわたって患者を受け入れるととも

に、病院群輪番制や小児科医のオンコールによって対応しています。しか

し、小児科医師及び小児科医療機関の数は、地域によって偏りがあり、不

足している地域においては、小児救急医療体制の確保が困難な状況です。

また、休日・夜間に二次救急医療機関を受診する小児患者の多くは、入院

を要しない軽症患者であり、症状に応じた適切な受診を促すことが必要で

す。

○ 本県の子どものむし歯の状況は各種歯科保健活動により年々改善していま

すが、いまだ全国的には低位であります。全身の健康づくりの基本となる
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口の健康づくりの推進のため、歯科健診による早期発見・早期治療ととも

に、食生活の改善や基本的生活習慣の定着、フッ化物応用（フッ化物塗布

やフッ化物洗口など）による予防が大切です。

○ 乳幼児医療費の助成制度については、平成 17 年 10 月から、助成対象年

齢を就学前のすべての子どもたちに拡大し、子育て世帯への支援の充実を

図っています。

○ 小児慢性疾患のうち、悪性新生物など特定の疾患については、その治療が

長期間にわたり、医療費の負担も高額になります。県においては、国が定

める 16 種の疾患群について、医療費の公費負担を実施しています。また、

公費負担の対象となる児童に対して、車イスなどの日常生活用具の給付も

行っています。

【具体的施策】2-2-2

○ 地域の実情に応じた小児救急医療体制の整備・充実について、関係機関と

検討を進めるとともに、小児救急医師の養成・確保や施設整備等の必要な

支援を行っていきます。

（医療政策課）

○ 安心して子育てができる環境づくりを推進するとともに、症状に応じた適

切な医療機関受診を促すため、「長崎県小児救急電話相談センター」の利用

促進や体制充実に努めます。

（医療政策課）

○ 望ましい食習慣と歯みがき習慣の確立のための指導とともに、地域全体の

子どもたちへの効果的なむし歯予防対策として、フッ化物洗口の推進に取

り組みます。

（学事振興課、国保・健康増進課、こども未来課、こども家庭課、体育保健課）

○ 就学前のすべての乳幼児を対象とした乳幼児医療費助成及び高校生世代を

対象とした子どもの医療費助成については、事業主体である市町と十分協

議しながら、必要な支援を行います。

【2-1-6、2-2-2 掲載】（こども家庭課）

○ 治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となる小児慢性疾患の子どもに

ついては、医療費の助成や利用者の環境等に応じた支援を行うとともに、

市町と連携して日常生活用具の給付を行います。

                     （こども家庭課）
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３ 思春期保健対策の充実

【現状と課題】2-2-3

○ 性意識や性行動が開放的になり、性情報の氾濫、営利を目的にした性的行

為の露骨な表現などが、日常的に児童生徒の生活の中に入り込んできてい

るため、児童生徒に対して、性に関する正確な知識を習得させるとともに、

適切な行動ができるよう指導する必要があります。また、結婚や出産は、

個人の自由な選択という前提のもと、妊娠・出産には、適した時期がある

こと等の医学的・科学的に正しい知識を理解させたうえで、自分の将来を

考えさせる教育の普及が大切です。このため、学校保健委員会※等を通じた

適正な情報の収集や提供、学校現場において地域の医師・助産師による専

門的な支援ができるよう関係機関や関係者の連携、教職員等への研修機会

を設けるなどの取組を行っていく必要があります。

○ 児童生徒による薬物乱用防止については、街頭における広報啓発活動や指

導者育成の研修会など種々の取組を行っています。学校においては、薬物

乱用防止教室を開催することで薬物は絶対に使うべきではないと考える児

童生徒の割合が高くなるなど規範意識の向上が図られ、一定の成果が見ら

れます。その一方で、大麻容認や危険ドラッグ※等、新たな乱用薬物の蔓延

が見られ、また、情報通信技術の進歩に伴いインターネット等で不正薬物

を容易に入手できる環境にあり、憂慮すべき状況にあります。今後も関係

機関が連携して、薬物乱用の根絶に向けた児童生徒への取組の一層の充実

が必要です。

○ 思春期の子どもたちが、心身についての正確な情報を入手し、自ら健康管

理ができるように、健康教育の充実を図る必要があります。

○ 喫煙が及ぼす健康被害が社会的に認知された結果、成人男性の喫煙率は低

下しましたが、成人女性は喫煙率が減少したものの横ばいとなっています。

特に 20 歳から 40 歳の女性の喫煙は次世代の健康の観点からも問題であ

り、妊娠時の母子共への健康被害もあるため、成人期の喫煙につながらな

いよう、思春期から心身に及ぼす健康被害への正しい知識を普及啓発して

いく必要があります。

【具体的施策】2-2-3

○ 発達段階に応じて、性に関する健全な意識の涵養や、「妊娠・出産に関する

正しい知識を理解させ、命の尊さや家庭生活・家族の大切さなど、自分の

将来を考えさせる教育」の普及を図るため、性に関する教育の充実を図り

ます。また、学校において適切な性に関する教育が実施されるよう、効果

的な指導方法等についての研修会を開催します。

（体育保健課）
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○ 薬物乱用防止教育を推進するため、教職員や外部講師となる薬剤師等に対

して研修会を開催し、薬物乱用防止の普及啓発を図ります。

（体育保健課）

○ 学校で実施されている薬物乱用防止教育の充実を支援するとともに、講師

となる薬物乱用防止指導員（約 400 人）を対象とした研修会を開催し、講

話や意見交換を行っています。また、各種啓発資材の充実を図り活用する

ことにより、地域における児童生徒への薬物根絶意識の醸成と乱用の未然

防止に努めます。

（薬務行政室）

○ 県立保健所と学校、地域の医療関係者（医師、歯科医師、歯科衛生士、助

産師、薬剤師など）が連携し、思春期の子どもたちが直面する性や薬物、

喫煙などをテーマに、学校で健康教育を実施し、子どもたちが正しい知識

を身につけ、自らの健康を管理できるよう普及啓発に努めます。

（こども家庭課）

○ 県立保健所では、思春期の子どもや保護者からの心や身体の問題について、

相談支援を行います。

（こども家庭課）

○ 喫煙が心身に及ぼす健康被害について、地域や学校・家庭等での普及啓発

を推進します。

（国保・健康増進課）

○ 大きな問題になりつつあるネット依存の危険性や防止策などについて、メ

ディア安全講習会を通じて、家庭や学校などでの普及啓発に努めます。

（こども未来課）

【数値目標】2-2-3

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

命の尊さや家庭生活・家族の大

切さなど、自分の将来を考えさ

せる教育を充実させる研修会

の理解度

R1 97％ 毎年 97％以上

教職員等に対する薬物乱用防

止教育に関する研修会参加人

数

H30 260 人 毎年
260 人以上を

維持
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４ 食育の推進

【現状と課題】2-2-4

○ 食育とは、生きるうえでの基本となる「食」についての知識や「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を送ることができる人を育てることです。

特に子どもにとって食育は、健全な心や身体、豊かな人間性をはぐくむ基

礎となるものです。しかし、近年、ライフスタイル等の変化により、家族

で食卓を囲む機会が減少し、家庭での食育機能は低下しています。さらに

食の海外への依存による食料自給率の低下、肥満や生活習慣病の増加、食

の安全に対する不信感の増大、多くの食品ロスの発生など、食をめぐる様々

な問題があります。

○ 子どもの健やかな心身の育成や、やがて次世代を育む親を育成する意味に

おいても食育は不可欠であり、また、毎日なにげなく食べている物が生産

者等多くの人に支えられていることを実感するといった思いや意識が、食

に関わる課題の解決にもつながっていきます。食育に対する理解と取組を

推し進めるために、関係部署との連携、情報の共有、行政と食育関係団体

との連携が重要です。

○ 保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園※においては、平成 30 年４月よ

り適用されている改訂「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型

認定こども園教育・保育要領」に「食育の推進」が位置づけられ、各園の

創意工夫のもとに食育計画を策定し食育推進が図られています。今後も、

食物アレルギー対応など個別支援も含め、ますます保育所、幼稚園での食

事の提供を含む食育の計画に基づいた食育推進が求められています。

○ 学校における食育推進については、偏った栄養摂取などによる肥満傾向の

増加など食に起因する健康課題への適切な対応や、栄養教諭等の専門性を

生かすなど教師間の連携に努めることが求められています。子どもたちの

食生活の乱れや肥満・痩身傾向などを改善できるよう、学校と家庭の連携

による食育を一層推進していく必要があります。

○ 学校給食法の改正（平成 20 年 6 月 11 日成立）以降、学校給食における

地場産物の活用が推進されており、本県では、毎年 6 月、11 月に「地場

産物使用推進週間」を設定し、郷土料理をメニューに取り入れたり、親子

料理教室を開催するなど、各学校の特色を生かした取組を実施しています。

○ 一人あたりの魚介類摂取量の減少に歯止めをかけるには、子供たちに魚の

良さ、おいしさを伝える活動が重要になっています。
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【具体的施策】2-2-4

○ 長崎県食育推進計画に基づき、庁内各関係課を始め、市町や関係団体との

相互連携を図り、食育を県民運動として展開します。

（食品安全・消費生活課）

○ 食育に関する情報提供や食育推進活動団体等の活動紹介及び表彰を行うな

ど、食育推進の環境整備を図ります。

（食品安全・消費生活課）

○ 市町及び長崎県栄養士会をはじめとする関係団体と連携し、ボランティア

（食生活改善推進員）と協働しながら、親世代に食に関する正しい知識や

情報を提供します。

（国保・健康増進課）

○ 保育所、幼稚園、認定こども園※の食育計画に基づく食育推進や給食に関す

る指導・助言等を行います。

（こども未来課）

○ 各学校が作成する学校教育目標や重点努力事項などと食育を関連づけて、

食育に組織的に取り組むよう、児童生徒や地域の実態に応じた食育指導を

計画的に推進します。また、栄養教諭等の専門的知識・技能の向上のため

に、各種研修や研究協議を実施します。

（義務教育課）

○ 学校給食における「地場産物使用推進週間」の実施、「郷土料理と地場産物

を使った学校給食」（地場産物を活用した料理集）の活用などによる啓発に

加え、地場産物を活用し生きた教材となる学校給食の推進を図ります。

（体育保健課）

○ 魚食普及推進のための学校や公民館などでの調理実習会等について引き続

き支援を行います。

（水産加工流通課）

【数値目標】2-2-4

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

校内に食育推進を位置づけて

いる学校の割合
H29 78.1% R5 100%
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５ ヤングケアラーに対する支援の強化

【現状と課題】2-2-5

○ 少子高齢化、核家族化の進展等の社会環境の変化によって、ケアラーに関

する社会問題が顕在化しています。特に、ヤングケアラーは、家族の介護

等により、年齢や成長の度合いに見合わない負担が生じ、本人の育ちや教

育に影響があるといった課題があります。また、本人や家族に自覚がない

などの理由から支援が必要であっても表面化しにくい構造となっています。

○ ヤングケアラーの支援体制を強化するためには、県民等が問題を理解し、

ヤングケアラーが孤立しないよう地域全体で支える機運を醸成していくこ

とや、児童、教育など関係する庁内部局で連携するとともに、市町、関係

機関・団体等の協力のもと、支援施策を推進する体制を構築することが重

要です。

○ 本県では、ヤングケアラーを含むケアラー支援に関し、令和４年１０月に

「長崎県ケアラー支援条例」が制定されました（令和５年４月施行）。同条

例では、県の責務として、「ケアラーに関する介護、障害者及び障害児の支

援、医療、教育、児童の福祉等の制度間の調整を図りつつ、離島、へき地

及び中山間地域の地域性及び特殊性を踏まえ、ケアラー支援に関する施策

を総合的かつ計画的に実施する」ことが規定されています。

【具体的施策】2-2-5

○ 支援を必要としているヤングケアラーの早期発見や適切な支援につなげる

施策を検討するため、ヤングケアラー本人が抱えている悩みのほか、関係

機関における取組状況などの実態調査を行います。

                         （こども家庭課）

○ 長崎県ケアラー支援条例に基づき、有識者や当事者の意見を聞きながら、

施策を総合的かつ計画的に実施するための「長崎県ケアラー支援推進計画」

を策定し、今後の県のヤングケアラー支援に関する基本方針と具体的施策

を定めます。

                   （長寿社会課、こども家庭課）

○ 県民にヤングケアラーに対する理解を深めていただくとともに、地域で支

えていく仕組みを構築し、「長崎県ケアラー支援推進計画」に沿って、広報

啓発、支援を担う人材の育成、連携協力体制の整備、民間支援団体による

支援等に取り組みます。

                   （長寿社会課、こども家庭課）
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第３節 家庭・地域・学校等の連携による子どもの育成

１ 家庭教育※への支援の充実

【現状と課題】2-3-1

○ 子どもの生活習慣は、学習意欲や体力、豊かな情操や倫理観など心の発達

に大きな影響を与えます。保護者が家庭教育の重要性を理解し、子どもの

教育に対する責任を果すことができるよう、関係機関等が連携して、幼児

期からの望ましい生活習慣の定着を図っていく必要があります。

○ 本県で策定した親育ちプログラム「ながさきファミリープログラム※」につ

いて、ファシリテーター※の養成が全市町で終了したところであり、今後、

地域で多くの保護者がプログラムに参加できる機会をつくることが求めら

れています。

○ 共働き世帯の増加や価値観の多様化が進み、地域における人と人とのつな

がりが希薄化している中、子育てに不安や悩みを抱える保護者が増えてき

ています。保護者の「学び」と「つながり」の場を提供するために、家庭

教育支援の充実やＰＴＡ活動の活性化が求められています。

【具体的施策】2-3-1

○ ココロねっこ運動※を推進し、県民総ぐるみで、子どもが夢や希望を持って

健やかに成長できる環境を整備し、安心して子どもを生み育てることので

きる社会の実現を目指します。

【2-3-1、2-3-2(1)、3-1-2、6-２掲載】（こども未来課）

○ 保育所・幼稚園や学校などと連携し、就学前から児童生徒期を通じて「早

寝・早起き・朝ごはん」運動を推進します。また、子育て支援者を対象と

した研修会の開催や保護者への幼児健診時の指導により、基本的生活習慣

の確立の重要性を啓発します。

（こども未来課）

○ 子育ての不安や悩みを、参加者同士が話し合いながら楽しく学ぶ講座「な

がさきファミリープログラム」を県内に普及させます。また、県が認定し

た家庭教育アドバイザーによる家庭教育講座も推奨し、保護者の学びの場

を支援します。

（生涯学習課）

○ 学校単位のＰＴＡ役員を対象とした研修会をはじめ、県内各地で       

開催されるＰＴＡ研修会において、子育てや望ましい生活習慣の定着等の

研究協議や講話等を行い、ＰＴＡ活動を通じた家庭教育の支援を図ります。

ＰＴＡ活動充実のための「ＰＴＡなび」等の資料や、子育てに不安や悩み

を抱える保護者を支援するためのリーフレットを作成・配布し活用するこ
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とで、家庭が抱える課題への支援を図っていきます。

（生涯学習課）

【数値目標】2-3-1

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

「ながさきファミリープログ

ラム」を地域で実施する市町の

数

H30 19 市町 R5 21 市町

ながさきファミリープログラ

ムの参加者の満足度
H30 90.0% 毎年

90%以上を

維持

２ 地域の教育力・養育力の向上

（１）子育て支援のネットワークづくり

【現状と課題】2-3-2(1)

○ 少子化、核家族化、地域社会における人間関係の希薄化により、家庭や地

域の教育力の低下が憂慮される中、子どもの健全育成のためには、学校・

家庭・地域の三者が相互に連携・協働し、子どもたちを見守る取組を進め

ていくことが重要です。

○ 子育て中の親が、孤立することなく、身近なところで子育ての喜びや悩み

を語り合える仲間づくりを行うため、交流の場を提供していく必要があり

ます。

○ 道徳教育の推進や「長崎っ子の心を見つめる教育週間※」等の取組の結果、

本県の児童生徒の規範意識は向上しています。今後も継続して、学校・家

庭・地域社会がそれぞれの役割をしっかりと果たしながら、相互の連携を

深め、「地域の子どもは地域の大人が育てる」といった観点から具体的な取

組を推進していく必要があります。

○ 地域社会における人づくり、絆づくり、地域づくりを進めていく上で、社

会教育が果たす役割は、非常に大きく、社会教育主事をはじめとする社会

教育の専門職員の育成・配置や社会教育の中核施設であり、地域の学習拠

点としての機能を有する公民館の活性化を図る必要があります。

○ 子育てを支援する企業・店舗を子育て協賛企業として募集・登録し、その

活動を広報、支援することにより、社会全体で子育て家庭の支援を行う機

運の醸成を図っています。
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【具体的施策】2-3-2(1)

○ ココロねっこ運動を推進し、県民総ぐるみで、子どもが夢や希望を持って

健やかに成長できる環境を整備し、安心して子どもを生み育てることので

きる社会の実現を目指します。

【2-3-1、2-3-2(1)、3-1-2、6-２掲載】（こども未来課）

○ 子育て家庭の交流、育児に関する相談、子育てサークル※の支援などを行う

「地域子育て支援拠点※」については、職員の資質向上のための研修会を実

施します。また、子育て家庭に対して支援制度の情報提供を行う「利用者

支援事業」や、地域の多様な世代・団体との協働による親子の育ちを支援

したり、訪問支援等を行ったりする「地域支援事業」の取り組みを促進し、

その機能の強化に努めます。  

  【2-1-1、2-3-2(1)掲載】（こども未来課）

○ 幼稚園、保育所、認定こども園※の専門性を活用し、民生委員児童委員や地

域の関係機関と連携・協力して、保護者同士の交流、情報の提供、子育て

に係る相談・助言などの子育て支援の取組を推進します。

（こども未来課）

○ 自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO などの団体による子ど

もを見守る活動や子育て支援の取組を促進します。

（長寿社会課、こども未来課、生涯学習課）

○ インターネット等を利用して、育児、発育等に関する情報や地域の子育て

支援のサービス、子育てサークル、子育てを応援する企業・店舗の情報等

をわかりやすく発信します。

（こども未来課）

○ 県民ボランティア活動支援センターにおいて、NPO・ボランティア活動に

関する情報の収集・提供、相談への助言･支援を行うとともに、ネットワー

クづくりのきっかけとなる NPO などの相互交流･連携の支援を行います。

（県民生活環境課）

○ 地域学校協働活動の充実・強化を図っていくために、市町教育委員会担当

者や地域学校協働活動関係者等に対して研修会を実施するとともに、核と

なる学校・地域コーディネーター等を養成し、学校・家庭・地域の三者が

円滑に連携できるような体制づくりを促進します。また、市町教育委員会

及び学校への訪問を行い、地域学校協働活動の活性化について、助言をし

たり、県内の好事例をホームページに掲載し情報発信したりする等、地域

学校協働活動の推進に努めていきます。

                        （生涯学習課）

○ すべての公立小・中・高・特別支援学校において保護者や地域住民が学校

を訪れ、授業参観や子どもたちとの交流、教師との語り合い等に取り組む
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「長崎っ子の心を見つめる教育週間※」を継続実施し、命を大切にする心や

思いやりの心とあこがれや将来への志を持ち、規範意識の高い「心豊かな

長崎っ子」の育成をさらに推進します。また、「長崎っ子さわやか運動※」

の充実を図り、学校・家庭・地域がともに道徳教育に取り組む教育環境づ

くりを推進するとともに、あいさつや礼儀等の社会性や規範意識など公共

の精神を育成します。

【2-3-2(1)、4-1-1 掲載】（児童生徒支援課）

○ 地域住民の活動拠点である公民館の活性化を図るため、講座の充実を図る

とともに学びの成果が地域に活かされるよう、各市町教育委員会や各公民

館を支援していきます。また、社会教育関係者については、資質向上を図

るため、各種研修会や県社会教育研究大会・県公民館大会等を充実させな

がら参加者の満足度を高めるとともに、市町職員、教職員の社会教育主事

資格取得を促進し、ネットワークの構築を図っていきます。

（生涯学習課）

（２）地域の資源を活用した多様な体験活動の機会の充実

【現状と課題】2-3-2(2)

○ 地域の教育力（養育力）を向上させるため、地域の資源を活用した多様な

体験活動の機会の提供、世代間交流の推進、地域のスポーツ環境づくり等

を行っていますが、引き続き充実した取組が求められています。

【具体的施策】2-3-2(2)

○ 環境教育は、単なる知識の習得にとどまらず、環境を大切にする心をはぐ

くむことも重要です。身近な環境保全活動を「環境マナー」としてとらえ

る意識を醸成するため、ESD(持続可能な開発のための教育）※や SDGs（持

続可能な開発目標）※などの新しい考え方を踏まえながら、学校、家庭・地

域、事業者等と連携し、環境保全活動の取組例などの情報発信を行うとと

もに、環境アドバイザー等を活用した自然と直接触れ合う体験的な学習等

を取り入れた環境教育を推進します。また、学校教育においては、児童生

徒に対して環境保全や自然保護についての意識の高揚と実践力の育成に努

めます。

（県民生活環境課、義務教育課、高校教育課）

○ 県が育成した生ごみ減量化リーダーネットワークながさきの会員が主体と

なって、各地区の幼稚園・保育所、小学校等で生ごみ堆肥化、元気野菜づ

くりの実践指導を行い、子どもたちの環境保全意識の醸成を図ります。

（資源循環推進課）

○ 地域の特徴的な自然や希少野生生物等を活用した環境学習等の実施及び生

物多様性保全に関するさまざまな情報の提供により、自然環境保全の意識
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の高揚に努めます。

（自然環境課）

○ 本県の豊かな自然環境とふれあう場を提供することにより、エコツーリズ

ムを推進します。

（自然環境課）

○ 漁村地域において、ブルー・ツーリズム※などの体験活動等の機会を充実さ

せるため、漁業者等が取り組む体験メニューづくりや施設整備等に対して

支援を行います。

（漁政課）

○ 水産業普及指導センターによる少年水産教室、市町や漁業関係者による体

験活動などを通じて、漁業・養殖業の体験や魚料理教室などの機会を積極

的に提供することにより、漁村地域における体験教育の充実を図るための

支援を行います。

（水産経営課）

○ 農山漁村地域における農泊※の受入体制を強化するため、農林漁業体験指導

を行うインストラクターの育成や農林漁業体験プログラム作成など実践組

織の取組を支援します。

                          （農山村振興課）

○ いつでも、どこでも、だれでも、気軽に楽しくスポーツに親しめる環境づ

くりにより、スポーツを通した県民の元気とまちの活力を創出するため、

誰でも参加できる「ながさき県民総スポーツ祭」の開催や地域に根付いた

「総合型地域スポーツクラブ※」の認知度向上と育成・支援等に取り組み、

地域スポーツの活性化に努めます。

（スポーツ振興課）

○ スポーツにより、子どもたちに夢や感動を与え、また、郷土愛を育むため

に、スポーツ合宿の誘致によるスポーツ交流の実施や国際大会等の誘致を

行うとともに、プロスポーツクラブと連携して、子どもたちがスポーツに

触れる機会の充実に努めます。

（スポーツ振興課）

○ 学校行事の一環として長崎県美術館および長崎歴史文化博物館を利用する

ためのスクールプログラムを引き続き実施し、子どもたちが楽しく学べる

場を提供します。また、学校への広報活動を展開するとともに、プログラ

ムの具体的な活用方法の提案など、双方向的な調整を行うことで実効的な

活動内容となるよう努め、利用者の増加に取り組みます。離島を含む遠隔

地への対応として、テレビ会議システムを活用した遠隔授業を学校と連携

して行います。

（文化振興・世界遺産課）
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○ 長崎県美術館および長崎歴史文化博物館において、ワークショップなどの

体験を通して楽しく学べる場を提供するとともに、地元の大学やボランテ

ィアと連携を図り、活動内容を充実させるなど、多くの県民に親しんでい

ただけるよう努めます。

（文化振興・世界遺産課）

    

○ 県内各地で展開する様々な公演・展覧会等において、親子で一緒に楽しめ

るようなプログラムの充実を図ります。

（文化振興・世界遺産課）

○ 新幹線を今後、長く利用する子どもたちに対して、西九州新幹線を利用す

る機会を増やし、駅周辺のまちの変化や地域の時事問題等の理解促進を

図ってまいります。

（新幹線対策課）

【数値目標】2-3-2(2)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

少年水産教室等の実施件数 H30 95 回 毎年 100 回

長崎県美術館のスクールプロ

グラム利用団体数（県内分）

H26～

H30

の平均

283 団体 毎年 290 団体

長崎歴史文化博物館の学校向

けプログラム参加団体数（県内

分）

H26～

H30

の平均

221 団体 毎年 230 団体

（３）社会教育における人権教育・啓発の推進

【現状と課題】2-3-2(3)

○ 子どもをはじめ県民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指して、

研修会や講座、イベントなど、あらゆる機会や場を通し、国、市町、関係

団体等と連携して社会教育における人権教育・啓発を進めていますが、依

然として、女性、子ども、高齢者、障害のある人への暴力や差別、被差別

部落や外国人、性的少数者などに対する偏見や差別等の人権問題が生じて

います。

○ このため、学校における人権教育だけでなく、幼児から高齢者までを対象

とした社会教育の場においても、身近な生活や社会における人権問題など、

人権全般についての正しい理解、人権感覚の涵養を図っていくために、人

権教育・啓発の内容のさらなる充実と強化の取組を進めていく必要があり

ます。
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【具体的施策】2-3-2(3)

○ 社会教育関係者をはじめ、教職員、保護者、人権擁護委員、民生委員・児

童委員、保護司等を対象に、社会人権・同和教育地区別研修会や中央研修

会などの各種研修会や人権教育研究大会等を実施するとともに、内容の充

実に努めます。

（人権・同和対策課）

○ 地域や学校等で活動できる人権・同和教育指導者の育成や、地域における

人権に関する事業等への指導者の参画を促進します。

（人権・同和対策課）

○ 広く県民に対し、講演会やイベント、ホームページを通して、効果的な啓

発を行うとともに、人権教育・啓発活動の拠点となる人権教育啓発センタ

ーにおいて、図書やビデオ、啓発資料、人権・研修相談対応などの充実に

努めます。

（人権・同和対策課）

【数値目標】2-3-2(３)

数 値 目 標
基 準 値 目 標 値

年度 年度

人権意識を持って生活している
と思う人の割合

R2 78.7% R6 83％
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